
文部科学省調査「令和４年度（２０２２年度）教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」結果の概要について

（１）調査目的
各教育委員会や学校における働き方改革の進捗状況を明確にし、市区町村別の公表と取組事例の展開等を通じて、働き

方改革の取組を促す。
（２）調査基準日

令和４年９月１日時点
（３）調査対象

都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、市区町村教育委員会・事務組合等
（４）回答方法

各教育委員会がWEB上で、文部科学省へ直接回答
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全国の時間外在校等時間月45時間以内の割合（R1との比較）

○全国では、令和4年4月から7月までを平均した「時間外在校等
時間月４５時間以内」の教職員の割合は、令和元年度と比較
すると、いずれの校種においても、増加し改善している。

Ｒ４ Ｒ１

(4月～7月平均） (4月～7月平均）

小学校 63.2% 51.5%

中学校 46.3% 36.1%

高等学校 63.4% 53.5%

特別支援学校 82.3% 76.5%

校種

（２）時間外在校等時間の経年比較

（１）上限方針に係る規則等の整備状況
○国が示している指針において、各教育委員会での整備が求め
られている「時間外在校等時間の上限方針」※を策定してい
る自治体の割合は全国平均で76.2％となった。なお、県内に
おける策定済みの自治体の割合は89.2％となり、全国平均を
上回っている。

※時間外在校等時間に係る上限時間の原則について、１箇月の時間外在校
等時間を４５時間以内、年３６０時間以内とすること等を定めた方針。当
該上限方針を教育委員会規則等として位置付けることが求められている。

※本集計は、集計方法や対象とする時間・職員等が各教育委員会によって
異なることなどから、国はあくまで参考値として公表している。

報告（２）
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【熊本県教職員の時間外在校等時間の経年比較（R1～R4）】

熊本県の時間外在校等時間月45時間以内の割合（R1との比較）

R4：68.0％
（４月～７月平均）

R4：59.1％
（４月～７月平均）

R1：54.6％
（４月～７月平均）

R1：48.9％
（４月～７月平均）

○熊本県の公立学校（県立学校、市町村立学校）においても、
着実に月４５時間以内の教職員の割合は増加しており、全国
と同様に改善傾向にある。

【参考資料】熊本県における教職員の時間外在校等時間の状況

Ｒ４ Ｒ１

(4月～7月平均） (4月～7月平均）

小学校 64.6% 53.6%

中学校 49.2% 39.9%

高等学校 61.9% 47.9%

特別支援学校 82.1% 73.3%

校種

※本調査では県別集計はないため、別途集計している報告を基に作成。
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【役割分担・適正化のための「３分類」】２

調
査
結
果
の
概
要

【「３分類」等に係る県内取組の実施状況（全国との比較）】

※（答申）新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（平成31年1月25日）

○中央教育審議会の答申※において、業務の役割分担・適正化のため、これまで学校・教師が担ってきた業務について、以下
のとおり３つに分類されている（以下、「３分類」という。）。

○調査では、この「３分類」に基づき、必要なそれぞれの取組の実施状況をフォローアップするため、各都道府県内の取組自
治体数及びその割合を算出し、公表している。

○熊本県内における「３分類」や関連するその他の項目の実施状況を全国平均と比較すると、「３分類」については、いずれ
も全国平均よりも高い結果となり、全国と比べ役割分担が進んでいる。

（３） 具体の取組の実施状況

分　類 熊本県 全国平均

(1) 基本的には学校以外が担うべき業務 54.9% 42.0%

(2) 学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務 34.8% 32.7%

(3) 教師の業務だが、負担軽減が可能な業務 49.3% 47.7%

(4) その他の項目 74.1% 75.4%

※各調査項目における県内の取組自治体の割合を分類ごとに平均し、その全国平均と比較。
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【　「３分類」に係る取組状況　】 【　その他の項目に係る取組状況　】

○基本的には学校以外が担うべき業務 ○その他の項目

　
登下校時の対応は、学校以外の主体（地方公共団体、教育委員会、保護者、スクール
ガード・リーダー、地域人材等）が中心に対応している

65.2% (30) 61.0% ●
所管の学校の働き方改革又は業務改善に関して、時間外勤務の縮減に向けた業
務改善方針や計画等を策定している

54.3% (25) 66.2%

　
放課後から夜間等における見回り、児童生徒が補導された時の対応は、学校以外の主
体（地方公共団体、教育委員会、保護者、地域人材等）が中心に対応している

32.6% (15) 25.8% ●
学校における業務改善の取組の促進にかかる定量的なフォローアップを実施し
ており、業務改善のＰＤＣＡサイクルを構築している

32.6% (15) 46.0%

●
学校徴収金（給食費を含む）の徴収・管理は、教職員が関与しない方法で徴収・管理
又は地方公共団体や教育委員会で徴収・管理等を行っている

34.8% (16) 36.5% 　
教師の業務の負担を軽減するために、教員業務支援員（スクール・サポート・
スタッフ）をはじめとした支援スタッフの参画を図っている

93.5% (43) 81.9%

　
地域人材等との連絡調整は、窓口となる学校職員が直接行うのではなく、地域学校協
働活動推進員（社会教育法第９条の７）等の学校以外の主体が中心的に行うよう、地
方公共団体や教育委員会等において必要な取組を実施している

87.0% (40) 44.6% 　
教師の業務の負担を軽減するために、TT（Team Teaching）や習熟度別学習、放
課後の補習、不登校児童生徒への支援等を行う支援スタッフの参画を図ってい
る

76.1% (35) 75.9%

　

○学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務
●

学習評価や成績処理について、ＩＣＴを活用（校務支援システム等の活用等）
して、事務作業の負担軽減を図っている

76.1% (35) 84.1%

　 取組内容
【参考】
全国平均

● 授業準備について、ＩＣＴを活用して教材や指導案の共有化を図っている 82.6% (38) 85.6%

●
学校における調査・統計への回答等は、教育課程の編成・実施や生徒指導など教師の
専門性に関わるもの以外の調査については、事務職員等が中心となって回答するよう
各学校に促している

32.6% (15) 36.4% ●
学校と保護者等間における連絡手段について、Webアンケートフォーム等を活用
してデジタル化を図っている（保護者向けアンケート、欠席・遅刻連絡、学校
からのお便り等）

76.1% (35) 81.0%

　 児童生徒の休み時間における対応は、地域人材等の協力を得ている 6.5% (3) 5.6% ● 教育委員会等から学校に向けた調査・統計業務を削減している 47.8% (22) 69.5%

　 校内清掃は、地域人材の協力を得ることや民間委託等をしている 21.7% (10) 16.6% 　 学校閉庁日の設定をしている 100.0% (46) 98.7%

　 部活動について、部活動指導員や外部の人材の参画を図っている 78.3% (36) 72.1% 　
勤務時間外における保護者や外部からの問い合わせ等に備えた留守番電話の設
置やメールによる連絡対応の体制を整備している

58.7% (27) 57.5%

　

○教師の業務だが、負担軽減が可能な業務
　 学校事務の共同実施をしている 87.0% (40) 71.1%

　 取組内容
【参考】
全国平均

　
域内の学校において、労働安全衛生法に定められているストレスチェックを実
施している

93.5% (43) 89.0%

● 給食時は、栄養教諭等と連携するほか、地域人材の協力を得ている 8.7% (4) 21.1% 　
教職員の勤務時間を考慮した時間割や定期テスト、学期の区分の見直しなど、
教職課程の編成上の工夫に関する取組を実施している

69.6% (32) 59.5%

　 授業準備について、教師をサポートする支援スタッフの参画を図っている 76.1% (35) 68.2% 　 学校経営・学年経営の効率化に向けた取り組みを実施している 76.1% (35) 74.5%

　
学習評価や成績処理の補助的業務について、教師をサポートする支援スタッフの参画
を図っている

41.3% (19) 38.9% ● 学校行事の精選等を行っている 78.3% (36) 82.1%

　
学校行事等の準備・運営について、地域人材の協力を得たり、外部委託を図ったりす
るなど、負担軽減を図るよう学校に促している

56.5% (26) 49.1% ● 職員会議（朝礼、終礼、打ち合わせ等を含む）の効率化を行っている 82.6% (38) 83.0%

　
進路指導のうち、就職先の情報収集等について、事務職員や支援スタッフ等の参画・
協力を進めている

15.2% (7) 11.4%

　
支援が必要な児童生徒等・家庭への対応について、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー、特別支援教育等の専門人材、日本語指導ができる支援員等の専
門的な人材等の参画を図っている

97.8% (45) 97.2%

●は全国平均を下回る項目

●は全国平均を下回る項目

●は全国平均を下回る項目

●は全国平均を下回る項目

【参考】
全国平均

割合（取組自治体数） 割合（取組自治体数）

県内取組状況
割合（取組自治体数）

県内取組状況
割合（取組自治体数）

取組内容
県内取組状況

【参考】
全国平均

取組内容
県内取組状況
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・１月に、県内市町村教育委員会等に通知を発出し、取組の更なる推進を依頼した。
その際、自団体及び県内他自治体の取組状況を容易に確認するエクセルツールを
新たに提供し、取組の促進を促した。

・今後、各教育事務所や本庁関係課とも連携しながら、取組を促進していく。

○市町村教育委員会に対する取組の促進

○働き方改革に係る好事例集の充実・横展開

・上記の取組依頼通知において、国の「全国の学校における働き方改革事例集」や県教育委員会で独自に作成し
ている「学校現場の業務改善事例集」を改めて周知した。

・県の業務改善事例集に、取組の割合が低い項目に係る取組事例を追加するなど、好事例の横展開を強化してい
く。

・公立学校を対象とした「学校の働き方改革支援アドバイザー」派遣事業の活用を促進し、業務改善を実施して
いくとともに、派遣対象に市町村教育委員会を加えるなど、取組を強化していく。

○コンサルタント等民間活力の活用

○「熊本県の公立学校における働き方改革推進プラン」の着実な推進

・県教育委員会では、引き続き「熊本県の公立学校における働き方改革推進プラン」（以下「プラン」とい
う。）に係る取組を推進していく。

・特に学校への影響が大きい重点取組６項目※について、プランの終期である令和５年度の実現に向け、取
組を着実に推進する。 ※校務ICT化、学校徴収金、給食費公会計化、課外、農場管理、部活動

【　「３分類」に係る取組状況　】 【　その他の項目に係る取組状況　】

○基本的には学校以外が担うべき業務 ◎は全国平均を下回る項目 ○その他 ◎は全国平均を下回る項目

　
登下校時の対応は、学校以外の主体（地方公共団体、教育委員会、保護者、スクールガード・リー
ダー、地域人材等）が中心に対応している

検討中 65.2% (30) 61.0% ◎
所管の学校の働き方改革又は業務改善に関して、時間外勤務の縮減に向けた業務改善方針や計画等を
策定している

実施 54.3% (25) 66.2%

　
放課後から夜間等における見回り、児童生徒が補導された時の対応は、学校以外の主体（地方公共団
体、教育委員会、保護者、地域人材等）が中心に対応している

未実施 32.6% (15) 25.8% ◎
学校における業務改善の取組の促進にかかる定量的なフォローアップを実施しており、業務改善のＰ
ＤＣＡサイクルを構築している

実施 32.6% (15) 46.0%

◎
学校徴収金（給食費を含む）の徴収・管理は、教職員が関与しない方法で徴収・管理又は地方公共団
体や教育委員会で徴収・管理等を行っている 検討中 34.8% (16) 36.5% 　

教師の業務の負担を軽減するために、教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）をはじめと
した支援スタッフの参画を図っている 実施 93.5% (43) 81.9%

　
地域人材等との連絡調整は、窓口となる学校職員が直接行うのではなく、地域学校協働活動推進員
（社会教育法第９条の７）等の学校以外の主体が中心的に行うよう、地方公共団体や教育委員会等に
おいて必要な取組を実施している

実施 87.0% (40) 44.6% 　
教師の業務の負担を軽減するために、TT（Team Teaching）や習熟度別学習、放課後の補習、不登校
児童生徒への支援等を行う支援スタッフの参画を図っている

実施 76.1% (35) 75.9%

○学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務 ◎は全国平均を下回る項目
◎

学習評価や成績処理について、ＩＣＴを活用（校務支援システム等の活用等）して、事務作業の負担
軽減を図っている

実施 76.1% (35) 84.1%

取組内容 回答
【参考】
全国平均

◎ 授業準備について、ＩＣＴを活用して教材や指導案の共有化を図っている 実施 82.6% (38) 85.6%

◎
学校における調査・統計への回答等は、教育課程の編成・実施や生徒指導など教師の専門性に関わる
もの以外の調査については、事務職員等が中心となって回答するよう各学校に促している

検討中 32.6% (15) 36.4% ◎
学校と保護者等間における連絡手段について、Webアンケートフォーム等を活用してデジタル化を
図っている（保護者向けアンケート、欠席・遅刻連絡、学校からのお便り等）

実施 76.1% (35) 81.0%

　 児童生徒の休み時間における対応は、地域人材等の協力を得ている 検討中 6.5% (3) 5.6% ◎ 教育委員会等から学校に向けた調査・統計業務を削減している 検討中 47.8% (22) 69.5%

　 校内清掃は、地域人材の協力を得ることや民間委託等をしている 検討中 21.7% (10) 16.6% 　 学校閉庁日の設定をしている 実施 100.0% (46) 98.7%

　 部活動について、部活動指導員や外部の人材の参画を図っている 実施 78.3% (36) 72.1% 　
勤務時間外における保護者や外部からの問い合わせ等に備えた留守番電話の設置やメールによる連絡
対応の体制を整備している 実施 58.7% (27) 57.5%

○教師の業務だが、負担軽減が可能な業務 ◎は全国平均を下回る項目
　 学校事務の共同実施をしている 実施 87.0% (40) 71.1%

取組内容 回答
【参考】
全国平均 　 域内の学校において、労働安全衛生法に定められているストレスチェックを実施している 実施 93.5% (43) 89.0%

◎ 給食時は、栄養教諭等と連携するほか、地域人材の協力を得ている 未実施 8.7% (4) 21.1% 　
教職員の勤務時間を考慮した時間割や定期テスト、学期の区分の見直しなど、教職課程の編成上の工
夫に関する取組を実施している 実施 69.6% (32) 59.5%

　 授業準備について、教師をサポートする支援スタッフの参画を図っている 実施 76.1% (35) 68.2% 　 学校経営・学年経営の効率化に向けた取り組みを実施している 実施 76.1% (35) 74.5%

　 学習評価や成績処理の補助的業務について、教師をサポートする支援スタッフの参画を図っている 実施 41.3% (19) 38.9% ◎ 学校行事の精選等を行っている 実施 78.3% (36) 82.1%

　
学校行事等の準備・運営について、地域人材の協力を得たり、外部委託を図ったりするなど、負担軽
減を図るよう学校に促している

実施 56.5% (26) 49.1% ◎ 職員会議（朝礼、終礼、打ち合わせ等を含む）の効率化を行っている 実施 82.6% (38) 83.0%

　
進路指導のうち、就職先の情報収集等について、事務職員や支援スタッフ等の参画・協力を進めてい
る 検討中 15.2% (7) 11.4%

　
支援が必要な児童生徒等・家庭への対応について、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、特別支援教育等の専門人材、日本語指導ができる支援員等の専門的な人材等の参画を図ってい
る

実施 97.8% (45) 97.2%

【留意事項】
※取組自治体数には、県教育委員会を含む。
※「既に実施した又は実施中」を「実施」、「実施に向けて検討中」を「検討中」、「特に取り組んでいない、取り組む予定
はない」を「未実施」、「学校種の性質上、検討する余地がない」を「対象外」と表示している。

県内取組状況
割合（取組自治体数）

県内取組状況
割合（取組自治体数）

回答
県内取組状況

割合（取組自治体数）

【参考】
全国平均

取組内容
県内取組状況 【参考】

全国平均割合（取組自治体数）
回答取組内容
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